
接種医療機関
自己負担額

接種方法

持ち物

・接種時に笠松町に住民登録のある65歳以上の方
・60歳から64歳までの方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限さ

れる程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可
能な程度の障害を有する方（身体障害者手帳1級相当（個別等級1級）の方）

羽島郡内の指定医療機関 岐阜県内広域化予防接種協力医療機関
1,500円※岐阜県広域化予防接種協力医療機関での接種も必ず自己負担金はお支払いいただきます。

①指定医療機関へ予約（一覧を参照）
②指定医療機関に設置する「予診票」に記入
③自己負担金を支払う

①接種医療機関へ予約
②福祉健康センター・役場健康介護課窓口・総合

交流センターに設置してある「予診票」を持参
③自己負担金を支払う

本人確認書類（マイナンバーカードなど） 予診票・本人確認書類（マイナンバーカードなど）

医療機関名 電話 季節性インフルエンザ
予防接種

愛生病院 388‐3300

伊藤内科 387‐2257

岩村医院 387‐0180

おおかわ整形外科 388‐7666

片山クリニック 388‐8700

小寺医院 387‐4504

羽島クリニック 387‐6161

ひらたクリニック 387‐3378

まつなみ健康増進クリニック 388‐0111

森本内科・皮ふ科 388‐3600

吉田胃腸科 387‐2217

新型コロナワクチン
予防接種

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

赤座医院　上印食診療所 247‐2626

おおしろ内科 249‐1366

岡山クリニック 268‐0307

おくむらメモリークリニック 215‐5509

河合内科クリニック 247‐6630

北田内科クリニック 278‐1030

岐南ハートと呼吸のクリニック 374‐2066

ぎなん皮ふ科クリニック 259‐4112

岐南ほんだクリニック 249‐2288

岐阜・胃と大腸の内視鏡
安藤内科おなかクリニック 245‐3300

けやきクリニック 213‐3310

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

さかいだ耳鼻咽喉科 214‐3322 〇〇

サンライズクリニック 247‐3322 〇〇

しみず整形外科リハビリクリニック 248‐6011 〇

やまうちクリニック 215‐7771 〇〇

渡辺小児科 246‐8882 〇〇

季節性インフルエンザの予防接種

（1）定期接種（65歳以上の高齢者）
【接種期間】10月1日（水）～令和8年1月31日（土）（医療機関の診療時間内）

接種医療機関

自己負担額

接種方法

持ち物

・接種時に笠松町に住民登録のある65歳以上の方
・60歳から64歳までの方で、心臓・腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制

限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど
不可能な程度の障害を有する方（身体障害者手帳1級相当（個別等級1級）の方）

羽島郡内の指定医療機関 岐阜県内広域化予防接種協力医療機関
4,700円

※岐阜県広域化予防接種協力医療機関での接種も必ず自己負担金はお支払いいただきます。
※どのワクチンで接種されても、自己負担額は同額です。

①指定医療機関へ予約（一覧を参照）
②指定医療機関に設置する「予診票」に記入
③自己負担金を支払う

①接種医療機関へ予約
②福祉健康センター・役場健康介護課窓口・総合

交流センターに設置してある「予診票」を持参
③自己負担金を支払う

本人確認書類（マイナンバーカードなど） 予診票・本人確認書類（マイナンバーカードなど）

新型コロナワクチン予防接種

　医療機関によって扱うワクチンの種類が異なりますので事前に予約の際、ご確認ください。

指定医療機関以外で接種する場合

　県外の医療機関などで定期接種を希望する場合は、事前にオンライン、福祉健康セ
ンターで申請が必要です。申請がない場合は、接種費用の助成を受けることはできま
せん。

【接種期間】10月1日（水）～令和8年3月31日（火）（医療機関の診療時間内）

対象者
助成金額

（年齢は接種日
現在）

対象者
（年齢は接種日

現在）

対象者
（年齢は接種日

現在）

接種医療機関

接種方法・
接種料の
支払い

接種時に笠松町に住民登録のある、1歳から中学3年生の方
助成金額：不活化インフルエンザHAワクチン 1回1,000円 1人2回まで

経鼻弱毒生インフルエンザワクチン 1回2,000円 1人1回のみ

羽島郡内の指定医療機関 左記以外の医療機関
①指定医療機関へ予約
②指定医療機関に設置してある「小児インフルエ

ンザに関する助成申請書」を記入
③接種料の支払い：医療機関が設定する接種料か

ら助成金額を差し引いた額を医療機関に支払う
ワクチン接種料

［任意接種］羽島郡内の指定医療機
関一覧とワクチンについて詳しくは
町ホームページをご覧ください

①接種費用の全額を医療機関で支払う
②領収書・通帳を持参し、福祉健康センター・役場

健康介護課窓口・総合交流センターにて「小児イ
ンフルエンザワクチン接種料に関する助成申請
書」を記入し申請（申請期限：2月末日まで）

※申請は開庁時間内にお願いします
③助成金を申請された方の名義の口座に振込み

（2）任意接種（1歳から中学生）

笠
　
松
　
町

岐
　
南
　
町

QR

詳しくはこちら蜷

※医療機関によって接種期間が異なることがあります。事前予約の際、ご確認ください。

羽島郡内の指定医療機関
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第1181号20 令和7年10月号

第1181号 21

C K C K



接種医療機関
自己負担額

接種方法

持ち物

・接種時に笠松町に住民登録のある65歳以上の方
・60歳から64歳までの方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限さ

れる程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可
能な程度の障害を有する方（身体障害者手帳1級相当（個別等級1級）の方）

羽島郡内の指定医療機関 岐阜県内広域化予防接種協力医療機関
1,500円※岐阜県広域化予防接種協力医療機関での接種も必ず自己負担金はお支払いいただきます。

①指定医療機関へ予約（一覧を参照）
②指定医療機関に設置する「予診票」に記入
③自己負担金を支払う

①接種医療機関へ予約
②福祉健康センター・役場健康介護課窓口・総合

交流センターに設置してある「予診票」を持参
③自己負担金を支払う

本人確認書類（マイナンバーカードなど） 予診票・本人確認書類（マイナンバーカードなど）

医療機関名 電話 季節性インフルエンザ
予防接種

愛生病院 388‐3300

伊藤内科 387‐2257

岩村医院 387‐0180

おおかわ整形外科 388‐7666

片山クリニック 388‐8700

小寺医院 387‐4504

羽島クリニック 387‐6161

ひらたクリニック 387‐3378

まつなみ健康増進クリニック 388‐0111

森本内科・皮ふ科 388‐3600

吉田胃腸科 387‐2217

新型コロナワクチン
予防接種

〇

〇
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赤座医院　上印食診療所 247‐2626

おおしろ内科 249‐1366

岡山クリニック 268‐0307

おくむらメモリークリニック 215‐5509

河合内科クリニック 247‐6630

北田内科クリニック 278‐1030

岐南ハートと呼吸のクリニック 374‐2066

ぎなん皮ふ科クリニック 259‐4112

岐南ほんだクリニック 249‐2288

岐阜・胃と大腸の内視鏡
安藤内科おなかクリニック 245‐3300

けやきクリニック 213‐3310

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

さかいだ耳鼻咽喉科 214‐3322 〇〇

サンライズクリニック 247‐3322 〇〇

しみず整形外科リハビリクリニック 248‐6011 〇

やまうちクリニック 215‐7771 〇〇

渡辺小児科 246‐8882 〇〇

季節性インフルエンザの予防接種

（1）定期接種（65歳以上の高齢者）
【接種期間】10月1日（水）～令和8年1月31日（土）（医療機関の診療時間内）

接種医療機関

自己負担額

接種方法

持ち物

・接種時に笠松町に住民登録のある65歳以上の方
・60歳から64歳までの方で、心臓・腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制

限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど
不可能な程度の障害を有する方（身体障害者手帳1級相当（個別等級1級）の方）

羽島郡内の指定医療機関 岐阜県内広域化予防接種協力医療機関
4,700円

※岐阜県広域化予防接種協力医療機関での接種も必ず自己負担金はお支払いいただきます。
※どのワクチンで接種されても、自己負担額は同額です。

①指定医療機関へ予約（一覧を参照）
②指定医療機関に設置する「予診票」に記入
③自己負担金を支払う

①接種医療機関へ予約
②福祉健康センター・役場健康介護課窓口・総合

交流センターに設置してある「予診票」を持参
③自己負担金を支払う

本人確認書類（マイナンバーカードなど） 予診票・本人確認書類（マイナンバーカードなど）

新型コロナワクチン予防接種

　医療機関によって扱うワクチンの種類が異なりますので事前に予約の際、ご確認ください。

指定医療機関以外で接種する場合

　県外の医療機関などで定期接種を希望する場合は、事前にオンライン、福祉健康セ
ンターで申請が必要です。申請がない場合は、接種費用の助成を受けることはできま
せん。

【接種期間】10月1日（水）～令和8年3月31日（火）（医療機関の診療時間内）

対象者
助成金額

（年齢は接種日
現在）

対象者
（年齢は接種日

現在）

対象者
（年齢は接種日

現在）

接種医療機関

接種方法・
接種料の
支払い

接種時に笠松町に住民登録のある、1歳から中学3年生の方
助成金額：不活化インフルエンザHAワクチン 1回1,000円 1人2回まで

経鼻弱毒生インフルエンザワクチン 1回2,000円 1人1回のみ

羽島郡内の指定医療機関 左記以外の医療機関
①指定医療機関へ予約
②指定医療機関に設置してある「小児インフルエ

ンザに関する助成申請書」を記入
③接種料の支払い：医療機関が設定する接種料か

ら助成金額を差し引いた額を医療機関に支払う
ワクチン接種料

［任意接種］羽島郡内の指定医療機
関一覧とワクチンについて詳しくは
町ホームページをご覧ください

①接種費用の全額を医療機関で支払う
②領収書・通帳を持参し、福祉健康センター・役場

健康介護課窓口・総合交流センターにて「小児イ
ンフルエンザワクチン接種料に関する助成申請
書」を記入し申請（申請期限：2月末日まで）

※申請は開庁時間内にお願いします
③助成金を申請された方の名義の口座に振込み

（2）任意接種（1歳から中学生）

笠
　
松
　
町

岐
　
南
　
町

QR

詳しくはこちら蜷

※医療機関によって接種期間が異なることがあります。事前予約の際、ご確認ください。

羽島郡内の指定医療機関
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